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議案第１２号 

  東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

 令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区職員定数条例（昭和５０年板橋区条例第４３号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第１項を次のように改める。 

  職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 区長の事務部局の職員             ３，２４８人 

  （うち３８０人は、福祉事務所の職員の定数とする。） 

 ⑵ 議会の事務部局の職員                １８人 

 ⑶ 教育委員会の事務部局の職員            ２１６人 

 ⑷ 教育委員会の所管に属する学校の職員         ９９人 

  （うち６人は、幼稚園教諭の定数とする。） 

 ⑸ 選挙管理委員会の事務部局の職員           １１人 

 ⑹ 監査委員の事務部局の職員              １１人 

   合 計                    ３，６０３人 

   付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

職員の定数を改定する必要がある。 
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議案第２０号 

    東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業   

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業   

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年板橋区条例第２７号）の一部を次の

ように改正する。 

第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（

幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては、

認定こども園法第２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育

施設の職員にあっては、学校教育法第２８条第２項において準用する認

定こども園法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 内閣府令の改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２１号 

東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例 

 東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例（令和４年板橋区条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

 第１７条中「児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３３条の１

０各号」を「法第２７条の２第１項各号」に改める。 

    付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

主務省令の改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２２号 

    東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 

の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要

件を定める条例（令和４年板橋区条例第１７号）の一部を次のように改

正する。 

  第６条第１項第１号中「第１８条の１８第１項の登録」を「第１８条

の１８第３項に規定する保育士登録」に改める。 

  第１５条の２中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各

号（幼稚園型認定こども園にあっては、学校教育法第２８条第２項にお

いて準用する法第２７条の２第１項各号）」に改める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

 告示の改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２３号 

    東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する 

基準を定める条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（令和７年板橋区条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

第９条の見出しを「（乳児等通園支援事業所の職員の一般的要件）」

に改め、同条中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」

に改める。 

第１０条の見出し及び同条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳

児等通園支援事業所」に改める。 

第１３条の見出し中「防止」を「禁止」に改め、同条中「乳児等通園

支援事業者」を「乳児等通園支援事業所」に、「第３３条の１０各号」

を「第３３条の１０第１項各号」に改める。 

第１６条第６号中「乳児、幼児の区分ごとの」を削り、同条第７号中

「、終了に関する事項及び」を「及び終了に関する事項その他の」に改

める。 

第１８条第１項中「乳児等通園支援事業者」を「乳児等通園支援事業

所」に改める。 

第２０条第３項中「に係る利用定員」の次に「（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項又は第２９条第１項の確

認において定める利用定員をいう。）」を加える。 

第２２条の次に次の１条を加える。 

（設備及び職員の基準の特例） 
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第２２条の２ 子ども・子育て支援法第３０条第１項第４号に規定する

特例保育を行う事業者が、当該特例保育を行う事業所において一般型

乳児等通園支援事業を行う場合には、前２条の規定は適用しない。 

第２６条後段を削る。 

第２７条中「その職員」を「その乳児等通園支援事業所の職員」に改

める。 

   付 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第１３条の改

正規定（「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改

める部分に限る。）は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

内閣府令の改正に伴い、特例保育を行う事業所における設備及び職員

の基準の特例を定めるほか、所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２４号 

東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２７年板橋区条例第１９号）の一部を次のように改正

する。 

 第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」

に改める。 

   付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

（提案理由） 

内閣府令の改正に伴い、所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２７号 

東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例 

東京都板橋区あいキッズ条例（平成２５年板橋区条例第４４号）の一

部を次のように改正する。 

 第５条第２項ただし書中「前項第２号イ」を「第１項第２号イ」に改

め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項第２号ア及びイの規定にかかわらず、規則で定める小学校にお

けるあいキッズの実施時間については、同号ア及びイ中「午前８時か

ら」とあるのは、「午前７時３０分から」と読み替えて適用する。 

別表第２に備考として次のように加える。 

備考 第５条第２項に規定する規則で定める小学校におけるこの表の

適用については、「午前８時から」とあるのは、「午前７時３０分

から」と読み替えて適用する。 

   付 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次項の規定

は、公布の日から施行する。 

２ この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前に

おいても行うことができる。 

 

（提案理由） 

 学校休業日及び土曜日におけるあいキッズの実施時間を改めるほか、

所要の規定整備をする必要がある。 
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議案第２９号 

    東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部

を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部

を改正する条例 

 （東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例の一部改正） 

第１条 東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例（昭和３１年

板橋区条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、

着後手当、扶養親族移転料、死亡手当及び渡航手数料」を「その他の

交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航

雑費及び死亡手当」に改める。 

  別表第２区長の項中「東京都知事等の給料等に関する条例（昭和２

３年東京都条例第１０２号）中副知事相当額」を「国家公務員等の旅

費に関する法律施行令（令和６年政令第３０６号）中内閣総理大臣等

相当額」に改め、同表副区長の項中「職員の旅費に関する条例（昭和

２６年東京都条例第７６号）中指定職の職務にある者相当額」を「国

家公務員等の旅費に関する法律施行令中指定職職員等相当額」に改め

る。 

（東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正） 

第２条 東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（昭和３１年板橋区条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、死亡手

当及び渡航手数料」を「その他の交通費、宿泊費、宿泊手当、渡航雑
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費及び死亡手当」に改める。 

（東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 

第３条 東京都板橋区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条

例（昭和３１年板橋区条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航

手数料」を「その他の交通費、宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に改

める。 

（東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例の一部改正） 

第４条 東京都板橋区監査委員の給与等に関する条例（平成３年板橋区

条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料及び渡航

手数料」を「その他の交通費、宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費」に改

める。 

（東京都板橋区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例の一部改

正） 

第５条 東京都板橋区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例（

昭和３１年板橋区条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料、

着後手当、扶養親族移転料、死亡手当及び渡航手数料」を「その他の

交通費、宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航

雑費及び死亡手当」に改める。 

   付 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の東京都板橋区長及び副区長の給料等に

関する条例第３条第２項及び別表第２の規定、第２条の規定による改

正後の東京都板橋区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

第７条第２項の規定、第３条の規定による改正後の東京都板橋区行政

委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第７条第２項の規定、
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第４条の規定による改正後の東京都板橋区監査委員の給与等に関する

条例第３条第２項の規定及び第５条の規定による改正後の東京都板橋

区教育委員会教育長の給与及び勤務に関する条例第３条第２項の規定 

は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前

に出発した旅行については、なお従前の例による。 

  

（提案理由） 

区長、副区長、教育長、教育委員、選挙管理委員、農業委員及び監査

委員並びに区議会議員の旅費及び費用弁償に関する規定を改める必要が

ある。 
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議案第３０号 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和８年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年板橋区条例第３１号）

の一部を次のように改正する。 

第２３条第 1 項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同項ただし

書中「勤務しなかった」を「勤務をしなかった」に改め、同条第２項中

「週休日等以外の日の午前０時から午前５時までの間」を「午後１０時

から翌日の午前５時までの間（週休日等に含まれる時間を除く。）」に、

「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第３項各号列記以外の部分

中「定める額」の次に「（前２項に規定する勤務に従事する時間を考慮

して人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める勤務にあっては、

その額に１００分の１５０を乗じて得た額）」を加え、同項第１号中「

（当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会の承認を得て教育委

員会規則で定める勤務にあっては、その額に１００分の１５０を乗じて

得た額）」を削る。 

   付 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（提案理由） 

 幼稚園教育職員の管理職員特別勤務手当に係る規定を改めるほか、所

要の規定整備をする必要がある。 
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  議案第３３号 

    板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築

工事請負契約の一部変更について 

  上記の議案を提出する。 

   令和８年２月１３日 

             提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築

工事請負契約の一部変更について 

  下記のとおり工事請負契約の変更契約を締結することについて、東京

都板橋区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例（昭和３９年板橋区条例第６号）第２条の規定により、議会の議決

を求める。 

                記 

１ 契 約 の 目 的 板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学

校改築工事請負契約 

 ２ 契 約 金 額 （変更前）金１２２億６，２００万８，０００円 

          （変更後）金１２４億２，６５３万５，０００円 

          （増加額）金１億６，４５２万７，０００円 

 ３ 契約の相手方 東京都千代田区二番町３番４  

           村本建設株式会社 東京支店 

            取締役常務執行役員支店長 高 貝 和 弘 

           

 （提案理由） 

 契約金額を変更するため、契約の一部を変更する必要がある。 


